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令和８年度香川県庁内ＤＸ人材育成事業業務委託 仕様書 

 

１ 目的 

  人口減少や複雑多様化する行政課題に対して適切に対応していくため、データとデジタル技

術を活用して業務効率化を図るとともに、住民ニーズを基に新たな価値を創出して県民サービ

スの向上を目指す「ＤＸ」に取り組む必要がある。 

  そのため、組織の課題設定ができ、データやデジタル技術を活用した政策立案や業務改革を

主導・実施し変革に繋げられる職員（ＤＸ推進リーダー）を育成するため、集中的・効果的な

研修を実施する。 

 

２ 本業務の内容 

  次の研修の実施及び相談窓口（ヘルプデスク）を設置すること。 

  

 (1)ＤＸ推進リーダー研修 

   ○目的 

・業務や組織の課題設定ができ、所属及び部局のＤＸを牽引することができるＤＸ推進

リーダーを育成することを目的とする。 

   ○令和８年度の養成人数 

・約 30 名（選考方法：応募及び部局推薦による） 

（参考）令和７年度研修参加者 32 名、令和６年度研修参加者 30 名 

   ○受講対象者 

・おおむね 50歳未満で、課長補佐級以下の職員 

     ・想定リテラシーレベル： 

DX 推進リーダーへの応募及び推薦は、デジタルの知識・経験・資格等を条件とし

ないため、デジタルに関する知識水準は一般的な行政職員のレベルを想定した内

容とすること。 

   

  ①集合研修 

   ○目的 

・所属・部局・全庁のＤＸを推進していく活動を行うためのベースとなるマインド、知

識・スキルを身に着けることを目的とする。また、ＤＸ推進リーダー間の意識を統一

し、一体感を持って庁内ＤＸを推進していく機運を醸成する。 

○内容 

    ・必須項目として、ＢＰＲ、デザインシンキング及びデータ利活用の３テーマを網羅し

た内容とすること。 

    ・原則としてハンズオン型の研修とし、知識だけではなく今後の活動にすぐに役立てる

ことができるよう、業務改革を推進するためのフレームワークを習得できるような内

容とすること。 
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    ・具体的には、ＢＰＲのプロセスを習得するとともに、デザインシンキングを基に、デ

ータを適切に利活用し、データドリブンな行政運営を行うためのベーススキルを養う

内容とすること。 

    ・なお、各プロセスの効率化に生成ＡＩ等の最新技術を活用する内容を含むこと。 

     

   ○日数 

    ・前述の３テーマに対して、少なくとも５回以上の研修日を確保して実施し、より深い

学習ができるよう工夫して実施すること。 

・研修時間の設定は、原則として午後１時 30 分～５時とし、テーマごとの日数の配分は 

特に定めない。 

     

○受講環境 

    ・原則として、集合研修形式とする。（ＤＸ推進リーダー間の意識を統一し、一体感を持

って庁内ＤＸを推進していく機運を醸成するため。）特に、研修講師は必ず対面で講義

を行うこと。 

    ・会場は、県側において会議室を用意する。 

     （参考）令和７年度会場 かがわＤＸＬａｂ（高松市サンポート２-１） 

    ・55 インチモニター１台及びマイクは県側で用意するが、その他の必要機器は受託者に

おいて用意すること。 

    ・ネットワーク環境については、職員ＰＣを用いて受講する場合はＷｉ－Ｆｉもしくは

ＬＴＥに接続可能。ただし、新たなソフトウェアのダウンロードは原則不可であるほ

か、県のネットワークの仕様上、接続不可であるＨＰやソフトウェア（Ｇｏｏｇｌｅ

フォーム等）もあるため、それらを利用する場合は、県担当者と事前に打合せを行う

こと。また、受託者ＰＣ（受講者用持ち込みＰＣ含む）は、当該Ｗｉ－Ｆｉへの接続不

可。 

 

  ②キックオフセミナー 

・研修前に、所属部署や職階の異なるリーダーが円滑に研修をスタートでき、その後の

研修受講に対する意欲をより一層高められるような、オリエンテーションを兼ねたキ

ックオフセミナーを企画・実施すること。（開催日程・時間等は後日調整。） 

・会場に関しては、①と同様の場所・設備等を想定。 

 

③研修成果報告会 

  ・研修終了後、受講したリーダーが孤立することなく、組織全体を巻き込んだ変革を牽

引できるよう、組織変革の起点となる成果報告会を企画・実施すること。  

・開催にあたっては、リーダーによる成果発表（原則として受講生全員が登壇）を行い、

組織としての合意形成や意識醸成を促進するためのプログラム構成とすること。（開催

日程・時間等は別途協議の上決定） 
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・会場に関しては、①と同様の場所・設備等を想定。  

・成果報告会の参加者および内容は以下のとおり。 

 <参加者> 部次長・所属長などの管理職員、過年度に養成したＤＸ推進リーダー、 

一般職員 

 <内  容> ▶課題設定の根拠（データ利活用、デザインシンキングの成果） 

     ▶ＢＰＲの具体策（案） 

     ▶想定される定量的・定性的効果の推計 

     ▶今後の展開（実装に向けたロードマップ等） 

 

（2）相談窓口（ヘルプデスク）の設置 

    ＢＰＲ等の実践において発生した具体的な相談事項について、専用の相談窓口（オンラ

インまたはメール・電話等）を設置して対応すること。 

   ・支援内容は、デジタルツール（Ｅｘｃｅｌ・Ｗｏｒｄ・ｋｉｎｔｏｎｅ・ＰｏｗｅｒＢＩ

等）の操作等に関する簡易な相談対応、及び、ＢＰＲのマネジメント・伴走支援（対象

業務の選定、課題抽出・原因分析、施策検討・策定）とする。 

   ・相談窓口の対象者は、令和８年度に養成する約 30名のリーダー及び過年度（令和７年度・

令和６年度）に養成したリーダー62 名の約 92 名とする。 

   ・想定件数は、年間 50件程度。 

※同一人による１つの相談受付から対応完了までの一連をもって 1件とカウントする。 

（参考）令和７年度の利用実績（令和７年６月～令和８年２月の９ヵ月間）22件 

・質問件数（対応時間）、内容例 

【簡易なもの】 10 件（31 時間） 

  ▶ｋｉｎｔｏｎｅの使用方法（アプリ作成・絞り込み表示など） 

  ▶アンケートの分析（Ｅｘｃｅｌピポットテーブルの使い方など） 

【ＢＰＲ】12件（35 時間） 

  ▶各種申請手続きのバックヤード事務の効率化（庁内共有等） 

  ▶一連の手続きにおけるツール間連携                

・ヘルプデスクの開設にあたっては、ＢＰＲやデジタルに関する専門知識を有する対応者

を配置し、可能な限り迅速かつ柔軟な対応が可能となるよう配慮すること。 

   ・相談窓口の支援内容及び実施件数については、月次報告を行うこと。 

   ・相談内容及びそれに対する回答内容について、最低でもＤＸ推進リーダー間で共有でき

るようにすること（方法については提案による）。 

 

 (3)その他 

・香川県のデジタル人材の育成に関する別添資料「香川県人材育成・確保方針（デジタル

関連抜粋版）」を確認し、理解したうえで、総合的な提案を行うこと。 

・カリキュラム構成については、最新の技術動向（生成ＡI の活用等）や行政課題を反映

し、より効果的な手法やプロセスを自由に提案すること。 



4 
 

（参考）令和７年度の研修実績（各回３時間 30分） 

▶キックオフセミナー 

▶研修 day1（ＤＸマインドセット） 

▶研修 day2（課題の可視化） 

▶研修 day3（ＢＰＲの実施） 

▶研修 day4（デジタルツールの選定（ＥＢＰＭ）） 

▶研修 day5（事業化の検討） 

▶成果報告会 

・前述(1)～(2)の条件は、あくまで最低限求める内容であり、企画提案にあたって内容を

追加して提案しても構わない。 

例えば、 

  ＊研修の学習項目追加・開催日数の拡大 

     ＊ヘルプデスクの対応可能件数の増 

＊リーダー研修や活動の成果・効果を県庁全体に波及させるための工夫 

＊課題解決に役立つデジタルツールの選定に関するガイドライン提供や学習機会の創

出等(受講者が特定のＩＴツールに習熟することを目指すのではなく、現場の課題に

対してどのような技術やツールが有効かを主体的に判断し、導入に向けた要件定義

や比較検討をリードできる能力を養うことを主眼とする。) 等 

・なお、別途、県側で、ＤＸ推進リーダーに対する各種デジタルツールの操作等のコンテ

ンツを含む e ラーニングの実施や、管理職員（部次長、所属長等）への意識醸成の機会

の創出、一般行政職員のデジタルリテラシー向上を目的とした取組み（e ラーニング）を

実施する予定としている。 

・現在、庁内で利用できる主なデジタルツール等は以下のとおり。 

▶生成ＡＩ（ＬＬＭの外部ＡＰＩ連携による本県独自の生成ＡＩツール） 

▶ｋｉｎｔｏｎｅ 

▶Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ 365（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ、ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ、 

一部職員のみＰｏｗｅｒＢＩ） 

▶ＰＤＦ編集ソフト（いきなりＰＤＦ（Ｖｅｒ.13））・ＰＤＦ閲覧ソフト 

▶電子申請・届出システム 

▶ＡＩ―ＯＣＲ 

▶ＲＰＡ 

▶会議録作成支援システム 

▶Ｗｅｂ会議システム 

▶公共施設予約システム 

▶香川県オープンデータカタログ 等 

・本業務の実施にあたって、研修全体を統括する者を配置し、県との連携を密にするとと

もに、円滑な研修実施に努めること。 

・契約満了時には、実施した研修の内容や写真、結果に係る実績報告書を提出すること。 
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３ 想定スケジュール 

時期 研修等 ヘルプデスク （参考）令和７年度 

令和８年５月 契約締結 ヘルプデスク準備 契約締結 

令和８年６月 キックオフセミナー ヘルプデスク開設 ヘルプデスク開設 

キックオフセミナー 

研修（第 1回） 

令和８年７月 研修期間 月次報告 研修（第２～３回） 

令和８年８月 研修期間 月次報告 研修（第４回） 

令和８年９月 研修期間 月次報告 研修（第５回） 

令和８年 10 月 成果報告会 月次報告 成果報告会 

令和８年 11 月  月次報告  

令和８年 12 月  月次報告  

令和９年１月  月次報告  

令和９年２月  月次報告  

令和９年３月 実績報告書の作成・提

出 

月次報告  

 

４ その他 

(1)事業実施に付帯するその他の業務 

・契約期間中の事業実施時及び事前打合せ、事業報告等打合せに係る受託者の交通費、資料

印刷費等、事業を終了させるまでに必要な経費は全て金額に含めること。 

・受託者は、本業務の実施にあたり、計画に変更が生じた場合、又は本仕様書に定めのない

事項及び不明な点が生じたときは、その都度速やかに県と協議を行い、了解を得た上で、

誠実に業務を遂行すること。 

 

(2)著作権 

  ・本事業において作成された著作物（研修テキスト、ワークシート、動画教材等。以下「本著

作物」という。）の著作権は、原則として受託者または原著作者に帰属するものとする。 

ただし、県が本事業の目的を達成するために必要な範囲内（DX 推進リーダー及び事務局に

おいて、所属内や庁内で共有・展開することを想定）において、本著作物を利用すること

を無償で許諾するものとする。 

・本事業終了後においても、県が継続して研修資料として本著作物を利用（一部改変を含む）

することを希望する場合は、県と受託者が別途協議の上、決定するものとする。 

 

 


